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萩市中津江デイサービスセンターなごみ 利用料金表 

（通所介護） 

 

 

１．介護保険の給付対象となるサービス 

 

① 所要時間３時間以上４時間未満の場合 （１回につき） 

利用者の要介護度と

サービス利用料金 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

利用料金 ３，７００円 ４，２３０円 ４,７９０円 ５,３３０円 ５,８８０円

自己負担 １割 ３７０円 ４２３円 ４７９円 ５３３円 ５８８円

自己負担 ２割 ７４０円 ８４６円 ９５８円 １,０６６円 １,１７６円

自己負担 ３割 １，１１０円 １，２６９円 １，４３７円 １,５９９円 １,７６４円

 

② 所要時間４時間以上５時間未満の場合 （１回につき） 

利用者の要介護度と

サービス利用料金 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

利用料金 ３,８８０円 ４,４４０円 ５,０２０円 ５,６００円 ６,１７０円

自己負担 １割 ３８８円 ４４４円 ５０２円 ５６０円 ６１７円

自己負担 ２割 ７７６円 ８８８円 １,００４円 １,１２０円 １,２３４円

自己負担 ３割 １,１６４円 １,３３２円 １,５０６円 １,６８０円 １,８５１円

 

③ 所要時間５時間以上６時間未満の場合 （１回につき） 

利用者の要介護度と

サービス利用料金 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

利用料金 ５,７００円 ６,７３０円 ７,７７０円 ８,８００円 ９,８４０円

自己負担 １割 ５７０円 ６７３円 ７７７円 ８８０円 ９８４円

自己負担 ２割 １,１４０円 １,３４６円 １,５５４円 １,７６０円 １,９６８円

自己負担 ３割 １,７１０円 ２,０１９円 ２,３３１円 ２,６４０円 ２,９５２円
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④ 所要時間６時間以上７時間未満の場合 （１回につき） 

利用者の要介護度と

サービス利用料金 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

利用料金 ５,８４０円 ６,８９０円 ７,９６０円 ９,０１０円 １０,０８０円

自己負担 １割 ５８４円 ６８９円 ７９６円 ９０１円 １,００８円

自己負担 ２割 １,１６８円 １,３７８円 １,５９２円 １,８０２円 ２,０１６円

自己負担 ３割 １,７５２円 ２,０６７円 ２,３８８円 ２,７０３円 ３,０２４円

 

⑤ 所要時間７時間以上８時間未満の場合 （１回につき） 

利用者の要介護度と

サービス利用料金 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

利用料金 ６,５８０円 ７,７７０円 ９,０００円 １０,２３０円 １１,４８０円

自己負担 １割 ６５８円 ７７７円 ９００円 １,０２３円 １,１４８円

自己負担 ２割 １,３１６円 １,５５４円 １,８００円 ２,０４６円 ２,２９６円

自己負担 ３割 １,９７４円 ２,３３１円 ２,７００円 ３,０６９円 ３,４４４円

 

⑥ 所要時間８時間以上９時間未満の場合 （１回につき） 

利用者の要介護度と

サービス利用料金 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

利用料金 ６,６９０円 ７,９１０円 ９,１５０円 １０,４１０円 １１,６８０円

自己負担 １割 ６６９円 ７９１円 ９１５円 １,０４１円 １,１６８円

自己負担 ２割 １,３３８円 １,５８２円 １,８３０円 ２,０８２円 ２,３３６円

自己負担 ３割 ２,００７円 ２,３７３円 ２,７４５円 ３,１２３円 ３,５０４円

 

●加算に関すること  １回につき  

加算項目 利用料金 
自己負担

１割 

自己負担

２割 

自己負担 

３割 

入浴介助加算（Ⅰ） ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６０円 ５６円 １１２円 １６８円 
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中重度者ケア体制加算 ４５０円 ４５円 ９０円 １３５円 

認知症加算（認知症自立度Ⅲ以上） ６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 1,５００円 １５０円 ３００円 ４５０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２０円 ２２円 ４４円 ６６円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ➀所定単位数の９．２％ ➀×２ ➀×３ 

 

●減算に関すること 

減算項目 利用料金 
自己負担

１割 

自己負担 

２割 

自己負担 

３割 

送迎を行わない場合 ４７０円 ４７円 ９４円 １４１円 

 

 

２．介護保険の給付対象とならないサービス 

 

① 介護保険給付の支給限度を超える通所介護サービス 

介護保険給付の支給限度を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額が利用者

の負担となります。 

 

② 食事の提供に要する費用（食材料費＋調理費相当） 

利用者に提供する食事の材料にかかる費用及び、調理にかかる費用です。 

・昼食代   ６００円／回 

 

③ 通常の事業実施区域外への送迎 

通常の実施地域（事業所より半径 15 ㎞以内の地域）から超えるものについては別途徴収します。 

また、有料道路等の通行が必要な場合には、その実費をご負担いただく場合があります。 

 

④ レクリエーション、クラブ活動 

利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。 

・利用料金   材料代等の実費をいただきます。 

 

⑤ 複写物の交付 

利用者及びその家族等は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要

とする場合には実費をご負担いただきます。 

・支払証明書          １１０円／枚 

・事業団記録持ち出し      ２２０円／通 

・原本持込でコピーのみ      ２０円／枚 
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⑥ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者に負担いただくことが適当である

ものにかかる費用を負担いただきます。 

・オムツ代金  尿とりパット   １７円／枚 

        フラット     ２７円／枚 

        紙パンツ     ９３円／枚 

        オムツ     １４３円／枚 

 


